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衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
沖
ノ
鳥
島
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
と
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
認
識
は
有
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
七
六
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
三
の

（
三
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
我
が
国
は
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
国

連
海
洋
法
条
約
」
と
い
う
。
）
第
七
十
六
条
�
に
規
定
す
る
大
陸
棚
の
限
界
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下
「
大
陸
棚
限
界
委
員

会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
我
が
国
の
大
陸
棚
の
外
側
の
限
界
を
二
百
海
里
を
超
え
て
設
定
す
る
こ
と
（
以
下
「
大
陸
棚

延
長
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
を
提
出
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
、
大
陸
棚
限
界
委
員
会
に
よ
り
、
四
国
海
盆
海
域
に

つ
い
て
の
沖
ノ
鳥
島
を
基
点
の
一
つ
と
す
る
大
陸
棚
延
長
に
関
す
る
事
項
を
含
む
勧
告
（
以
下
「
本
件
勧
告
」
と
い
う
。
）

が
行
わ
れ
た
。
我
が
国
は
、
九
州
・
パ
ラ
オ
海
嶺
南
部
海
域
に
つ
い
て
、
大
陸
棚
限
界
委
員
会
に
よ
り
早
期
に
勧
告
が
行
わ

れ
る
よ
う
努
力
を
継
続
し
て
お
り
、
本
件
勧
告
の
詳
細
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
大
陸
棚
限

界
委
員
会
の
対
応
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一



三
に
つ
い
て

大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
三
の
（
三
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
大
陸
棚
限

界
委
員
会
は
、
特
定
の
地
形
が
国
連
海
洋
法
条
約
第
百
二
十
一
条
�
に
規
定
す
る
「
人
間
の
居
住
又
は
独
自
の
経
済
的
生
活

を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
岩
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
限
は
有
し
な
い
。
な
お
、
我
が
国
と
し
て

は
、
沖
ノ
鳥
島
が
か
か
る
岩
に
該
当
す
る
と
の
認
識
は
有
し
て
い
な
い
。

二


